
給与計算なし 給与計算あり

労働保険 労働基準監督署 会社　※社員の加入手続きなし

雇用保険 ハローワーク 会社＋社員の加入手続き

健康保険 年金事務所 会社＋社員の加入手続き

厚生年金保険 年金事務所 会社＋社員の加入手続き

ハローワーク 17,000円 ○ ○

年金事務所 17,000円 ○ ○

（健保組合） （17,000円） ○ ○

離職票なし 17,000円 ○ ○

離職票あり 35,000円 ○ ○

年金事務所 17,000円 ○ ○

（健保組合） （17,000円） ○ ○

扶養家族
年金事務所
（健保組合）

追加・削除 17,000円 ○ ○

年金事務所 17,000円 ○ ○

（健保組合） （17,000円） ○ ○

住所変更 （健保組合） （17,000円） ○ ○

ハローワーク 雇用保険被保険者証 17,000円 ○ ○

協会けんぽ
（健保組合）

資格確認書 17,000円 ○ ○

年金事務所 基本給・各種手当の変動 17,000円 ○ ○

（健保組合） 基本給・各種手当の変動 （17,000円） ○ ○

年金事務所 一般↔短時間 17,000円 ○ ○

（健保組合） 一般↔短時間 （17,000円） ○ ○

年金事務所 保険料の免除、改定、養育特例 17,000円 ○ ○

（健保組合） 保険料の免除、改定、養育特例 （17,000円） ○ ○

限度額認定証 17,000円 ○ ○

休業、出産、死亡、高額療養 35,000円 ○ ○

労働基準監督署 療養、休業、障害、死亡 35,000円～ ○ ○

労働基準監督署 死傷病届 17,000円 ○ ○

通勤途中災害 労働基準監督署 療養、休業、障害、死亡 35,000円～ ○ ○

各種労使協定 労働基準監督署 必要の都度 35,000円～ ○ ○

年金事務所 賞与、月次給与以外の支給 35,000円～ ○ ○

（健保組合） 賞与、月次給与以外の支給 （35,000円） ○ ○

三六協定届 労働基準監督署 年１回 35,000円～ ○ ○

労働保険料申告 労働基準監督署 年１回（６月） 35,000円～ × △

年金事務所 年１回（７月） 35,000円～ × △

（健保組合） 年１回（７月） （35,000円） × △

育児休業等給付金／初回 35,000円 △ ○

育児休業等給付金／２か月毎 17,000円 △ ○

介護休業給付金／初回 35,000円 △ ○

介護休業給付金／２か月毎 17,000円 △ ○

高年齢雇用継続給付金／初回 35,000円 △ ○

高年齢雇用継続給付金／２か月毎 17,000円 △ ○

相談 25,000円/1時間 ○ ○

300,000円～

各70,000円～

各70,000円～ ○ ○

助成金 助成金×30％

その他 人事賃金制度／研修／その他コンサルティング業務 別途お見積り

顧問割引 10％～50％OFF

顧問割引 10％～50％OFF
就業規則

就業規則の作成

給与規程、育児・介護休業規程、その他諸規程の作成

就業規則・諸規程の変更（管理・メンテナンス）※弊所で作成したものに限る

雇用保険法に関する各種助成金の申請

人事労務に関する相談

ハローワーク

氏名変更

再交付

業務中災害

介護休業 ハローワーク

賞与支払届

算定基礎届

私傷病・出産・死亡
協会けんぽ
（健保組合）

退職

保険料改定

被保険者区分変更
※社員51人以上

産前産後・育児休業

定期的
手続き

育児休業 ハローワーク

定年後再雇用 ハローワーク

入社

公的保険
新規適用

手続き

料金一覧表
2025年4月1日和田経営労務研究所

料金（税別）

顧問契約の範囲
個別依頼

65,000円～ ○ ○

85,000円～ ○ ○

随時
手続き


